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「
北
条
市
誌
」
と
粟
井
村
の
人
々 

国
立
国
会
図
書
館
で
『
北
条
市
誌
』『
東
予
市
誌
』
を
閲
覧
す
る
。『
北
条

誌
』
は
得
る
と
こ
ろ
が
特
に
多
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
「
庄
屋
・
組
頭
」
一

覧
、
「
粟
井
村
村
会
議
員
（
明
治
二
三
年
～
昭
和
三
〇
年
）
名
簿
」
、
「
明
治

貮
拾
六
年
國
會
議
員
撰
舉
人
名
簿
」
な
ど
で
「
田
中
＝
久
保
村
」
「
渡
部
＝

河
原
村
」
に
関
す
る
情
報
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

■
江
戸
時
代
の
「
庄
屋
・
組
頭
名
」
か
ら
見
え
て
く
る
も
の 

そ
の
こ
ろ
の
風
早
郡
で
は
、
大
庄
屋
・
改
庄
屋
が
世
襲
的
要
素
（
例
え
ば

八
反
地
が
門
田
家
の
世
襲
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

い
わ
ゆ
る
庄
屋
職
は
百
姓
か
ら
登
用
さ
れ
る
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
浮
沈

の
激
し
い
職
と
い
え
た
。
庄
屋
は
村
高
に
応
じ
た
庄
屋
給
米
を
与
え
ら
れ
、

庄
屋
抜
地
ま
た
は
庄
屋
貫
請
地
と
呼
ぶ
土
地
の
経
営
が
許
さ
れ
る
、
美
味
し

い
立
場
で
あ
っ
た
。
役
割
と
し
て
は
村
寄
合
の
司
会
・
年
貢
・
諸
役
の
割
付
・

村
人
の
生
活
一
般
に
関
す
る
管
理
な
ど
で
あ
る
。 

  

こ
の
他
、
郷
筒
（
庄
屋
に
準
ず
る
地
位
）
、
組
頭
（
一
村
に
一
～
数
名
。

通
常
五
人
組
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
役
割
は
庄
屋
の
補
佐
で
あ
り
、
給
米
は
四

斗
程
度
。
村
内
の
本
百
姓
か
ら
交
替
で
）
と
任
免
一
覧
が
あ
っ
て
、
当
時
の

様
子
が
窺
え
る
。 

 

ま
ず
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の
「
庄
屋
・
組
頭
名
」
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 

北
条
平
野
の
も
っ
と
も
松
山
寄
り
に
広
が
る
粟
井
の
里 
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正
岡
郷
の
本
拠
の
一
部
で
あ
る
「
中
西
外
」
は
喜
八
、
喜
平
太
と
続
い
て
、

明
治
初
年
に
渡
部
喜
八
と
あ
る
の
は
意
味
深
い
。 

「
高
縄
神
社
」
の
あ
る
「
宮
内
」
は
理
右
衛
門
、
長
五
郎
、
正
岡
綿
。 

「
善
応
寺
」
は
六
右
衛
門
、
田
中
幸
左
衛
門
、
田
中
弥
。 

「
河
原
」
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
庄
屋
・
権
兵
衛
、
組
頭
・
長
兵
衛
。

久
八
、
五
兵
衛
、
田
中
直
巳
（
里
正
）
。 

「
久
保
」
は
二
神
勘
右
衛
門
の
預
か
り
か
ら
、
八
郎
左
衛
門
、
中
川
賢
次
郎
、

中
川
信
賢
、
と
あ
る
。 

  

少
し
重
複
す
る
が
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
か
ら
文
政
元
年
（
一
八
一

八
）
ま
で
の
大
庄
屋
・
庄
屋
・
月
番
・
御
蔵
番
・
組
頭
等
任
命
の
記
録
で
「
久

保
・
河
原
」
に
関
係
の
あ
る
記
述
を
摘
出
し
て
み
た
。 

 

一
七
五
三
（
宝
暦
三
） 

 

大
庄
屋
格 

 
 
 
 
 

渡
部
太
郎
左
衛
門 

一
七
七
〇
（
明
和
七
） 

 

久
保 
 

庄
屋 

 
 
 

八
郎
左
衛
門 

一
七
七
二
（
〃 

九
） 

  

河
原 

 

〃 
 
 
 
 

平
蔵 

一
七
八
五
（
天
明
五
） 
  

河
原 

改
庄
屋 

 

平
左
衛
門 

も
と
庄
屋
兼

郷
筒 

一
七
八
六
（
〃 

六
） 

  

河
原 

 

庄
屋 

平
蔵 

一
七
九
三 (

寛
政
五
） 

 

河
原 

 

庄
屋 

久
八 

百
姓
よ
り
昇
格
、 

 
 
 

居
村
庄
屋
。 

十
ヵ
月
。 

一
八
一
八
（
文
政
元
） 

 

河
原 

 

庄
屋
広
次 

預
庄
屋
仙
波
八
兵
衛
差

免
。
広
次
は
元
河
原
庄
屋
与
兵
衛
（
中
須
賀
在
住
郷
筒
）
の
倅
。 

そ
し
て
、
父
の
両
親
が
そ
れ
ぞ
れ
に
在
村
し
た
だ
ろ
う
時
代
の
記
録
に
大

接
近
す
る
。
粟
井
村
村
会
議
員
名
簿
だ
。
因
み
に
、
太
字
で
表
記
し
た
「
田

中
姓
」
の
村
会
議
員
は
祖
父
か
た
の
縁
戚
で
あ
り
、「
渡
部
岩
太
郎
」
議
員

は
祖
母
ク
ラ
の
す
ぐ
下
の
弟
で
あ
っ
た
。 

 

二
期
（
明
治
二
六
～
三
二
） 

 
 

竹
田
佐
太
郎 

 
 

久
保 

四
期
（
明
治
三
二
～
三
八
） 

 
 

田
中
石
蔵 

 
 

 

河
原 

〃 

（
明
治
三
二
～
三
七
） 

 
 

新
田
義
一 

 
 

 

久
保 

六
期
（
明
治
三
八
～
四
四
） 

 
 

清
水
熊
五
郎 

 
 

久
保 

〃 

（
明
治
三
九
～
四
一
） 

 
 

重
松
芳
太
郎 

 
 

河
原 

七
期
（
明
治
四
一
～
四
四
） 

 
 

新
田
善
一 

 
 

 

久
保 

八
期
（
明
治
四
四
～
四
五
） 

 
 

新
田
善
一 

 
 

 

久
保 

〃
期
（
明
治
四
四
～
大
正
三
） 

 

重
松
芳
太
郎 

 
 

河
原 

十
期
（
大
正
七
～
十
一
） 

 
 

 

田
中 

昇 
 
 

 

河
原 

〃 

（
大
正
九
～
十
一
） 

 
 
 

荻
山
恒
太
郎 

 
 

久
保 

十
二
期
（
大
十
五
～
昭
和
五
） 

 

渡
部
岩
太
郎 

 
 

河
原 

十
三
〃
（
昭
和
五
～
九
） 

 
 
 

清
水
庄
作 

 
 

 

久
保 

〃 
 

（ 

〃 
 
 

） 
 
 
 

重
松
喜
太
郎 

 
 

河
原 

〃 
 

（ 

〃 
 
 

） 
 
 
 

清
水
好
蔵 

 
 

 

久
保 

十
五
期
（
十
三
～
十
七
） 

 
 
 

重
松
喜
太
郎 

 
 

河
原 

〃 
 

（ 

〃 
 

 

） 
 
 
 

新
田
半
次 

 
 

 

久
保 

十
六 
期
（
十
七 

～
二
一
） 

  
 

田
中
義
高 

 
 

 

河
原 

〃 

（
一
七
～
二
二
） 

 
  

 
 

大
森
隆
太
郎 

 
 

久
保 
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十
七
期
（
二
二
～
二
六
） 

 
 

 
 

西
原 

 

進 
 

 

久
保 

〃 
 

（ 
 

〃 
 
 

） 
 
 

 

玉
井
隆
次 

 
 

 

久
保 

十
八
期
（
二
六
～
三
〇
） 

 
  

 

田
中
敏
和 

 
 

 

河
原 

〃 
 

（ 
〃 

 
 
 
 
 

） 
 
 
 

西
原 

 

進 
 

 

久
保 

〃 
 

（ 
〃 

 
 
 
 
 

） 
 
 
 

河
野
春
見 

 
 

 

久
保 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

資
料:

各
町
村
議
事
録･

公
職
者
名
簿･

選
挙
録) 

こ
の
名
簿
に
、
例
の
「
ゼ
ン
リ
ン
住
宅
地
図
」
に
載
っ
て
い
る
家
名
・
所

帯
主
名
と
敷
地
な
ど
の
構
え
を
重
ね
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。 

  

久
保
村
か
ら
行
く
。
竹
田
姓
は
表
通
り
で
あ
る
県
道
と
平
松
川
と
交
差
す

る
バ
ス
停
前
の
、
こ
の
村
の
ど
真
ん
中
に
「
竹
田
勲
」。
こ
れ
は
間
違
い
な

い
。
新
田
姓
は
「
久
保
集
会
所
」
の
隣
に
「
新
田
稔
」
と
「
新
田
木
工
所
」。

こ
れ
も
一
等
地
で
あ
る
。
清
水
姓
は
目
抜
き
通
り
と
海
寄
り
に
あ
っ
た
。
久

保
児
童
公
園
に
隣
接
す
る
「
清
水
宣
郎
」
が
後
裔
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

今
で
は
粟
井
簡
易
郵
便
局
と
な
っ
て
い
る
「
清
水
長
徳
」
か
。 

 

荻
山
姓
は
、
最
初
、
ど
こ
を
探
し
て
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
北
条
バ

イ
パ
ス
の
開
通
で
境
界
を
い
び
つ
に
さ
れ
た
西
の
一
角
で
発
見
し
た
。「
荻

山
典
久
」
と
「
巖
」
の
ど
ち
ら
だ
ろ
う
。
西
原
姓
は
新
田
木
工
所
の
南
に
「
西

原
組
（
西
原
修
）
」
と
あ
る
。 

 

玉
井
姓
も
県
道
を
挟
ん
で
海
寄
り
に
三
軒
が
肩
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
。

「
玉
井
義
雄
」
が
本
家
ら
し
い
構
え
だ
。
河
野
姓
は
久
保
池
の
畔
に
あ
っ
た
。

な
ん
と
天
理
教
粟
井
分
教
会
が
「
河
野
春
見
」
邸
を
兼
ね
て
い
た
。
大
森
姓

は
「
市
役
所
粟
井
支
所
」
と
軒
を
並
べ
て
四
軒
も
あ
っ
た
。
旧
家
な
ら
で
は

の
構
え
に
違
い
な
い
。 

明
治
初
期
ま
で
庄
屋
・
里
正
で
あ
っ
た
中
川
家
は
久
保
に
隣
接
す
る
鹿
峰

地
区
に
あ
っ
た
。
県
道
湯
山
・
北
条
線
で
久
保
に
入
る
手
前
に
「
中
川
敏
光
」、

Ｊ
Ｒ
予
讃
線
の
線
路
際
に
「
中
川
商
事
（
和
男
）」
と
あ
る
。
発
見
で
き
て
、

ほ
っ
と
す
る
。
た
と
え
、
ど
ん
な
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
一
つ
の
旧
家
が
消

え
て
い
く
の
は
、
心
が
騒
ぐ
。 

  

久
保
か
ら
粟
井
川
橋
を
南
下
す
る
。「
田
中
姓
」
だ
ら
け
で
あ
る
。「
重
松

姓
」
も
負
け
ず
に
蝟
集
し
て
い
る
。「
渡
部
姓
」
は
祖
母
の
実
家
で
あ
る
。

河
原
集
会
所
の
す
ぐ
傍
の
「
渡
部
隆
男
」
が
そ
れ
に
違
い
な
い
。
ま
だ
足
を

踏
み
入
れ
て
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
佇
い
が
見
え
て
く
る
よ
う
で
あ

る
。 

「
國
會
議
員
撰
挙
人
名
簿
」
は
期
待
は
ず
れ
か
、
と
思
っ
た
が
、
そ
の
中

に
祖
母
の
父
親
で
あ
る
渡
部
長
五
郎
の
名
前
を
見
出
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の

意
味
合
い
が
後
に
な
っ
て
生
き
て
来
る
。 

北
条
の
永
井
仙
太
郎
の
納
税
額
は
三
三
六
円
。
別
府
の
渡
部
重
次
郎
は
一

九
二
円
。
や
っ
と
河
原
か
ら
田
中
直
巳
が
顔
を
出
す
。
二
七
円
也
。
続
い
て

河
原
の
渡
部
長
五
郎
の
二
二
円
、
そ
し
て
田
中
石
造
の
二
〇
円
。
荻
山
儀
十

郎
（
十
九
円
）、
重
松
好
太
郎
（
十
八
円
）
と
あ
っ
て
、
つ
い
に
久
保
村
か

ら
名
前
が
出
て
来
な
い
。
痩
せ
た
村
だ
っ
た
の
か
。
因
み
に
「
河
原
」
は
礫
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地
ま
た
は
、
川
床
の
意
味
で
あ
ろ
う
、
と
。
「
久
保
」
は
、
土
地
が
そ
の
付

近
に
く
ら
べ
て
や
や
低
い
と
こ
ろ
の
窪
み
意
味
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
た
と
い

う
。 

 

「
北
条
市
誌
」
に
は
「
民
話
と
伝
説
」
の
項
が
あ
っ
て
、
そ
の
語
り
口
に
「
父

の
匂
い
」
が
す
る
。
方
言
の
一
つ
一
つ
に
、
あ
っ
と
思
い
出
す
「
父
の
声
音
」

が
あ
る
。
た
と
え
ば
…
…
。 

粟
井
神
社
（
小
川
） 

 

昔
、
小
川
の
浜
で
網
を
引
き
よ
っ
た
ら
、
ご
神
体
が
か
か
っ
て
、
不
思
議

な
こ
と
じ
ゃ
と
い
う
て
堀
江
と
の
堺
に
あ
る
粟
井
坂
の
「
ふ
る
と
な
が
る

（
古
戸
が
坦
）
と
い
う
所
へ
、
粟
井
明
神
を
祭
っ
て
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
そ
う
な
。

こ
の
お
宮
で
は
、
和
気
郡
と
、
風
早
郡
の
小
川
村
で
夜
相
撲
を
や
っ
て
お
っ

た
ん
じ
ゃ
そ
う
な
。
そ
の
後
、
今
の
宇
佐
八
幡
神
社
（
え
ぼ
う
い
が
森
）
の

麓
に
海
の
方
向
に
む
け
て
祭
っ
て
お
っ
た
ん
じ
ゃ
そ
う
な
が
、
沖
を
通
る
舟

を
よ
く
か
や
す
（
転
覆
さ
せ
る
）
の
で
、
あ
る
年
、
今
の
宇
佐
八
幡
神
社
の

所
へ
お
祭
り
し
た
ん
じ
ゃ
と
。
そ
じ
ゃ
け
ん
今
で
も
神
社
の
手
水
鉢
に
そ
の

記
録
が
残
っ
と
る
ん
よ
。
（
話
・
林
関
四
郎
） 

 

『
愛
媛
県
史
』
か
ら
「
方
言
」
を
摘
出
し
て
お
い
た
の
で
付
記
す
る
。 

  

ア
イ
ソ
も
コ
ソ
も
な
い 

 

ア
ゴ
（
雇
わ
れ
て
舟
に
乗
る
人
） 

 

ア
シ

コ
シ
タ
タ
ン
（
財
産
を
な
く
し
て
無
力
に
な
る
さ
ま
） 

ア
ラ
ク
タ
イ 

 

イ
イ
ヤ
イ
コ
（
口
喧
嘩
） 

 

イ
ッ
ツ
モ
カ
ッ
ツ
モ
（
い
つ
も
、
い
つ
ま
で

も
） 

 

イ
テ
コ
ー
ワ
イ
（
行
っ
て
き
ま
す
） 

 

ウ
ッ
ト
コ
、
ウ
チ
カ
タ

（
わ
が
家
）
ウ
ラ
（
僕
、
自
分
の
こ
と
を
さ
し
て
い
う
） 

セ
カ
ラ
シ
（
忙

し
い
、
煩
い
）
セ
ン
ナ
ラ
ン
ソ
ー
サ
（
手
間
の
か
か
る
こ
と
）
ｅ
ｔ
ｃ
。 

  

耳
も
と
に
響
く
こ
の
伊
予
弁
は
、
父
の
も
の
よ
り
、
黒
崎
の
伯
父
ふ
た
り

を
思
い
出
さ
せ
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
祖
父
方
の
田
中
一
族
は
久
保

村
の
在
と
い
う
、
父
の
言
葉
を
核
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
た
か
ら
、
随
分

と
偏
っ
た
情
報
収
集
を
し
た
も
の
だ
と
、
い
ま
に
し
て
気
づ
く
。 

 
 

 

 

粟
井
は
お
遍
路
さ
ん
の
通
り
抜
け
る
里
で
、
高
縄
山
か
ら
見
下
ろ
す
眺
望
が
風
早
平
野 
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「
周
平
さ
ん
」
を
探
し
て
…
…
越
智
郡
玉
川
町
の
「
正
岡
家
」 

粟
井
村
の
庄
屋
の
記
録
や
、
村
会
議
員
の
名
簿
を
洗
う
こ
と
で
、
そ
の
時

代
の
「
長
者
」
た
ち
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
済
ん
だ
。
あ
と
は
現
地
を
踏
査
す

る
ま
で
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
「
田
中
重
吉
・
ク
ラ
」
の
夫
婦
が
両
養

子
で
入
っ
た
「
正
岡
周
平
」
と
の
接
点
が
一
向
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
な
い
。

鉾
先
を
少
し
変
え
て
み
た
。
国
会
図
書
館
の
設
立
が
い
つ
か
は
知
ら
な
い
が
、

昭
和
二
三
年
受
入
れ
の
カ
ー
ド
の
中
か
ら
え
ら
く
古
い
記
録
を
発
見
し
た
。 

 

明
治
二
〇
年
五
月
発
行
の
『
愛
媛
県
戸
長
名
簿
』
で
あ
る
。
も
し
や
、
と

い
う
予
感
が
あ
っ
た
。
係
員
に
渡
さ
れ
た
の
は
一
組
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ

ュ
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う
や
っ
て
保
存
し
て
お
く
の
か
。
妙
に
期
待
感

は
昂
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
あ
る
特
別
閲
覧
室
へ
。
画
面
に
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
ー
で
た
た
き
出
し
た
と
思
わ
れ
る
人
名
が
映
し
出
さ
れ
た
。 

 

ま
ず
、
当
時
の
行
政
区
分
に
よ
っ
て
腑
分
け
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
阿
野
鵜

足
郡
、
那
珂
郡
、
豊
田
郡
、
三
野
郡
、
宇
摩
郡
は
割
愛
し
て
新
居
郡
、
周
布

桑
村
郡
か
ら
ノ
ー
ト
に
書
き
取
る
こ
と
と
し
た
。 

  

な
お
、
「
戸
長
」
は
明
治
政
府
の
施
策
に
よ
っ
て
明
治
一
二
年
に
官
選
で

ス
タ
ー
ト
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
民
権
運
動
へ
の
抑
圧
策
と
し
て
、

五
年
後
の
一
七
年
か
ら
は
県
令
の
撰
任
に
す
り
替
え
ら
れ
た
代
物
で
あ
っ

た
。
因
み
に
、
そ
の
頃
の
県
会
議
員
の
資
格
は
満
二
十
五
歳
以
上
の
男
子
、

地
租
一
〇
円
以
上
と
さ
れ
、
選
挙
人
資
格
は
二
〇
歳
以
上
の
男
子
、
地
租
五

円
以
上
で
、
第
一
回
の
選
挙
で
は
周
布
郡
か
ら
は
並
頭
耕
平
、
桑
村
か
ら
は

内
藤
駒
太
郎
が
選
出
さ
れ
た
と
い
う
（
東
予
市
誌
）。 

準
六
等 

 

周
布
郡
新
屋
敷
村
外
二
ヵ
所 

 
 
 

星
河
豫
一
右
衛
門 

準
七
等 

 

新
居
郡
金
子
村
外
二
ヵ
村 

 
 
 
 

岡
田 

実 

 
 
 
 
 

周
布
郡
大
頭
村
外
四
ヵ
村 

 
 
 
 

松
尾
榮
八 

 
 
 
 
 

桑
村
郡
新
町
外
四
ヵ
村 

 
 
 
 
 

越
智
多
作 

 
 
 
 
 

仝 
 

壬
生
川
村
四
ヶ
村 

 
 
 
 

一
色
範
美 

 
 
 
 
 

周
布
郡
丹
原
村
外
五
ヶ
村 

 
 
 
 

安
部
仁
平
治 

 
 
 
 
 

桑
村
郡
徳
能
村
外
五
ヵ
村 

 
 
 
 

近
藤
廸
介 

 
 
 
 
 

周
布
郡
田
野
村
外
四
ヵ
村 

 
 
 
 

高
瀬
隣
太
郎 

準
八
等 

 

周
布
郡
玉
之
江
村
外
四
ヵ
村 

 
 
 

田
村
鉉
吉 

 
 
 
 
 

新
居
郡
氷
見
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

久
門
信
太
郎 

 
 
 
 
 

周
布
郡
石
鎚
村
外
五
ヵ
村 

 
 
 
 

玉
井
舊
通 

 
 
 
 
 

桑
村
郡
桑
村
外
三
ヵ
村 

 
 
 
 
 

真
鍋
利
策 

準
九
等 

 

周
布
郡
北
条
村
外
一
ヵ
村 

 
 
 
 

砂
田
祖
一
郎 

 
 
 
 
 

桑
村
郡
旦
ノ
上
村
外
四
ヵ
村 

 
 
 

藤
岡
砂
太
郎 

 
 
 
 
 

周
布
郡
明
河
村
外
一
ヵ
村 

 
 
 
 

佐
伯
太
郎
朔 

準
一
〇
等 

 

周
布
郡
鞍
瀬
村
外
三
ヵ
村 

 
 
 
 

佐
伯
郁
右
衛
門 

 
 
 
 
 

仝 
 

千
足
山
村 

 
 
 
 
 
 
 

村
上
善
助 

準
六
等 

 
 

越
智
郡
宮
窪
村
外
一
ヵ
村 

  
  

 

長
尾
信
高 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（
中
略
） 
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越
智
郡
桜
井
村
外
３
ヵ
村 

 
 
 
 
 

芥
川
峯
太
郎 

 
 
 
 
 

仝 
 

今
治
村 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
村
義
武 

準
九
等 

 

越
智
郡
鈍
川
村
３
ヵ
村 

 
 
 
 
 
 

森 

繁
三
郎 

 
 
 
 
 

仝 
 

竜
岡
下
村
外
２
ヵ
村 

 
 
 
 

阿
部
文
哉 

準
七
等 

 

風
早
郡
和
田
村
外
一
三
ヵ
村 

 
 
 
 

大
森
盛
直 

 
 
 
 
 

仝 
 

八
反
地
村
七
ヵ
村 

 
 
 
 
 

門
田
信
弌 

 
 
 
 
 

仝 
 

北
条
村
外
三
ヵ
村 

 
 
 
 
 

森 
 

糾 

準
八
等 

 

風
早
郡
下
難
波
村
外
四
ヵ
村 

 
 
 
 

林 
 

廣 

 
 
 
 
 

仝 
 

饒
村
外
五
ヵ
村 

 
 
 
 
 
 

栗
原
鄭
八 

 
 
 
 
 

温
泉
郡
別
府
村
外
三
ヵ
村 

 
 
 
 

 

清
水
大
三
郎 

 
 
 
 
 

風
早
村
善
應
寺
村
五
ヵ
村 

 
 
 
 
 

原 
 

虎
亨 

 
 
 
 
 

久
米
郡
井
門
村
外
六
ヵ
村 

 
 
 
 

 
 

清
水
道
正 

 
 
 
 
 

仝 
 

東
石
井
村
外
五
ヵ
村 

 
 
 

 
 

中
堀
眞
道 

準
九 

等 
 

風
早
郡
吉
沢
村
外 

七
ヵ
村 

 
 
 

 
 
 

逸
見
義
定 

 
 
 
 
 

仝 
 

佐
古
村
外
一
〇
ヵ
村 

 
 
 

 
 

仙
波
信
正 

 
 
 
 
 

仝 
 

睦
月
村
外
一
ヵ
村 

 
 
 

 
 
 
 

村
上
憲
八 

準
一
〇
等 

風
早
郡
才
ノ
原
村
外
一
一
ヵ
村 

 
 

 
 

松
浦
房
太
郎 

 

上
浮
穴
郡 

準
七
等 

 

久
万
町
外
三
ヵ
所 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

田
中
知
徴 

 
 
 
 
 

伊
予
郡
湊
町
外
一
ヵ
所 

 
 
 
 
 

 
 

玉
井
健
次
郎 

 
 
 
 
 

仝 
 

余
戸
村
外 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

二
神
精
一 

い
さ
さ
か
関
係
あ
り
と
思
え
る
も
の
だ
け
に
端
折
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
、

「
正
岡
周
平
」
の
影
す
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
父
の
記
憶
が
適

当
に
時
間
を
か
け
て
曖
昧
に
な
っ
た
り
、
話
が
膨
ら
ん
だ
り
し
た
の
か
も
知

れ
ぬ
。 

「
ク
マ
ヤ
マ
」
に
つ
い
て
は
周
桑
郡
か
ら
発
見
す
る
の
は
無
理
な
よ
う
だ
。

｢

久
和
村｣

（
越
智
郡
）
な
ら
「
正
岡
」
姓
の
村
長
は
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
、

と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
浮
穴
郡
の
久
萬
山
＝
久
万
町
な
ら
、
と
も
思
え
る
ふ

し
が
な
い
で
は
な
い
。 

 

『
玉
川
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
鈍
川
村
・
正
岡
太
八
（
大
正
一
一
～
一
四
年
）、

竜
岡
村
・
正
岡
乕
三
郎
、
久
和
村
・
正
岡
金
右
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
村
長
と
し

て
名
を
残
し
て
い
る
。 

  

正
岡
乕
三
郎
に
つ
い
て
は
、
明
治
元
年
五
月
一
〇
日
、
鬼
原
村
庄
屋
・
武

田
萬
三
郎
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
二
二
年
、
竜
岡
上
村
正
岡
要
治
の

二
女
タ
ネ
の
養
子
と
な
っ
た
が
、
そ
の
孝
心
ぶ
り
は
つ
と
に
評
判
で
、
越
智

郡
郡
会
議
員
と
な
る
。 

「
太
八
」
と｢

金
右
衛
門｣

は
昭
和
九
年
発
行
の
『
愛
媛
県
紳
士
録
』
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
替
え
る
。 

「
太
八
」
の
原
籍
は
鈍
川
村
大
字
鬼
原
。
明
治
一
七
年
生
ま
れ
。
村
役
場
に

奉
職
し
て
収
入
役
、
助
役
を
務
め
あ
げ
村
長
に
。 

「
金
右
衛
門
」
は
明
治
八
年
生
ま
れ
。
久
和
村
大
字
鍋
地
。
勲
八
等
。
小
学

校
に
十
五
年
余
勤
務
し
、
久
和
村
校
長
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
郡
書
記
に
。 
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ダ
ム
に
沈
む
前
の
玉
川
町
竜
岡
地
区 

右
端
の
山
陵
が
幸
門
城
址 

昭
和
五
年
、
村
長
に
就
任
、
と
あ
る
。 

  

そ
の
他
、
玉
川
村
に
は
「
正
岡
家
」
の
人
々
の
名
を
町
会
議
員
に
多
く
見

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
、
目
を
剥
く
よ
う
な
発
見
は
な
か

っ
た
。
さ
て
、
次
の
手
は
あ
る
の
か
。 

【
私
註
】
二
〇
〇
四
年
七
月
「
正
岡
会
」
が
発
足
す
る
が
、
そ
の
中
心
と
な

っ
た
正
岡
徹
会
長
の
祖
父
が
、
金
右
衛
門
氏
で
あ
る
。 

■
参
考 

『
正
岡
一
族
』
の
「
玉
川
町
鍋
地
の
正
岡
氏
」 

 
 

今
の
玉
川
ダ
ム
湖
を
中
通
り
か
ら 

 

湖
畔
の
石
垣
は
何
に
つ
か
わ
れ
て
い
た
の
か 

http://www.s-masaoka.com/HP_yamana/m_festa/acib_4.html
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い
よ
い
よ
「
松
山
藩
」
と
「
松
山
市
」
に
の
り
こ
む
か 

田
中
重
吉
と
渡
部
ク
ラ
の
二
人
が
世
帯
を
持
っ
た
の
は
、
わ
が
父
・
徳
一

（
三
男
）
の
誕
生
が
明
治
三
七
年
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
多
分
、
明
治

二
〇
年
代
の
後
半
で
、
日
清
戦
争
勝
利
の
余
熱
が
ま
だ
覚
め
や
ら
ぬ
時
期
だ

っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
愛
媛
県
に
市
制
・
町
村
制
が
施
か
れ
た
の
が
明
治
二

一
年
（
一
八
八
八
）
だ
か
ら
、
そ
の
後
の
こ
と
に
な
る
。
養
父
・
正
岡
周
平

が
市
会
議
員
だ
っ
た
い
う
の
が
真
実
な
ら
、
そ
れ
は
松
山
市
以
外
に
な
い
。

周
桑
郡
な
ら
、
郡
会
か
村
会
の
議
員
だ
と
思
え
る
の
だ
が
、
そ
の
痕
跡
は
、

か
な
り
綿
密
に
目
を
配
っ
た
の
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
い
よ
い

よ
『
松
山
』
に
乗
り
込
む
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。 

  

松
山
関
係
の
文
献
を
洗
う
作
業
か
ら
始
め
た
。 

◎
松
山
市
誌 

 

複
製
限
定
版
（
大
正
年
間
製
作
）
◎
松
山
市
史
料
集
・
全

十
三
巻
◎
松
山
町
鑑 

三
田
村
秘
事
録 

伊
予
史
談
会
◎
松
山
藩
役
録 

伊
予
史
談
会
双
書
第
十
九
集
◎
愛
媛
県
史 

■
子
規
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い 

『
松
山
藩
役
録
』
か
ら
洗
い
出
す 

真
っ
先
に
『
松
山
藩
役
録
』
に
食
欲
を
覚
え
た
。
実
は
『
風
早
郷
』
に
深

く
関
わ
り
、
「
正
岡
氏
」
に
接
近
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
正
岡
子
規
」
と
無

縁
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
従
っ
て
、
子
規
に
関
す
る
家
系
、
松
山
時
代
の

経
歴
等
の
洗
い
出
し
は
、
す
っ
か
り
終
え
た
と
確
信
し
て
い
る
。
そ
の
子
規

の
家
系
を
考
証
す
る
際
に
、
必
ず
登
場
す
る
の
が
『
松
山
藩
役
録
』
で
あ
っ

た
。
子
規
の
実
父
・
正
岡
隼
太
常
尚
は
十
四
石
取
り
の
松
山
藩
士
で
御
馬
廻

加
番
で
あ
っ
た
の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
同
じ
姓
を
も
つ
周
平

さ
ん
に
か
か
わ
る
手
掛
か
り
は
な
い
も
の
か
。 

  

第
一
〇
代
藩
主
松
平
定
則
の
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
に
調
査
し
た
記
録

『
松
山
俸
録
』
の
「
御
目
付
支
配
」
の
項
に
「
三
人
扶
持
拾
石 

一
代
大
小

姓
格 

正
岡
所
平
」
を
発
見
。 

 

引
き
続
い
て
、
御
目
付
付 

支
配
歩
行
格
と
い
う
訳
の
分
か
ら
な
い
役
職

に
「
二
人
扶
持
八
石 

正
岡
大
六
」
が
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
浮
穴
郡
九

万
山
と
い
う
文
字
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
郡
手
代
の
項
で
あ
る
が
、「
ク

マ
ヤ
マ
」
と
は
や
は
り
「
久
万
山
」
が
正
解
か
も
知
れ
ぬ
。 

 

地
図
を
み
る
と
、
松
山
か
ら
南
へ
砥
部
を
行
き
過
ぎ
、
高
知
へ
向
か
う
要

衝
の
町
が
「
久
万
町
」
で
あ
り
、
山
沿
い
に
東
へ
向
か
う
と
か
つ
て
「
周
桑

郡
」
と
呼
ば
れ
た
地
域
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
松
山
か
ら
海
へ
向
か
う
と

北
条
で
、
同
じ
く
ら
い
の
距
離
を
南
へ
下
る
と
「
久
万
山
」
と
い
う
の
も
、

何
か
匂
っ
て
く
る
位
置
関
係
に
あ
る
、
と
思
え
て
な
ら
な
い
。 

『
松
山
歴
俸
略
記
』
は
藩
命
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
系
図
を
提
出
さ
せ

た
も
の
と
い
う
。
「
四
代 

十
四
石 

正
岡
治
兵
衛 

 

初
代
団
七
、
宝
永

年
中
山
手
代
抱
、
後
郡
手
代
、
四
代
目
部
屋
住
之
内
歩
行
目
付
、
文
政
七
年

十
二
石
大
小
姓
、
親
病
死
之
節
二
石
加
増
、
天
保
十
四
年
服
忌
仮
役
」
と
あ

る
が
、
こ
の
家
系
こ
そ
、
正
岡
子
規
の
ご
先
祖
で
あ
る
。 
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残
念
な
が
ら
、
周
平
さ
ん
の
実
在
す
る
拠
点
が
立
証
出
来
な
い
限
り
、
こ

の
手
の
史
料
で
は
埒
が
あ
か
な
い
。
そ
こ
で
「
松
山
史
料
集
」
で
市
会
議
員

の
名
簿
を
探
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
ま
だ
そ
れ
ら
し
き
巻
に
到
達
で
き
な
い

で
い
る
。
「
近
世
編
」
に
は
秘
蔵
の
各
家
の
古
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の

が
分
か
っ
た
か
ら
、
近
く
「
渡
部
家
文
書
」
に
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
は
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
る
。 

『
松
山
＝
子
規
＝
わ
が
氏
祖
と
の
関
係
』 

 

こ
の
図
式
に
、
わ
た
し
が
目
覚
め
た
の
は
、
小
学
校
五
年
の
時
だ
っ
た
。

授
業
が
終
わ
っ
て
、
廊
下
へ
吐
き
出
さ
れ
る
と
、
六
年
生
グ
ル
ー
プ
に
取
り

囲
ま
れ
た
。 

「
お
い
、
あ
い
つ
が
マ
サ
オ
カ
シ
キ
じ
ゃ
」 

 

六
年
生
の
ひ
と
り
が
、
わ
た
し
を
指
さ
し
て
、
次
に
顔
を
覗
き
込
む
よ
う

に
、
身
を
こ
ご
め
た
。 

「
お
ぅ
、
シ
キ
じ
ゃ
。
マ
サ
オ
カ
シ
キ
じ
ゃ
ぞ
。
柿
食
え
ば
…
…
」 

「
鐘
が
鳴
る
な
り
」 

「
法
隆
寺
、
じ
ゃ
ぞ
ぅ
」 

 

上
級
生
の
一
団
は
大
き
く
頷
き
合
い
、
若
干
の
尊
敬
の
念
を
ふ
り
ま
き
な

が
ら
、
わ
た
し
を
解
放
し
て
く
れ
た
。 

キ
ョ
ト
ン
と
そ
の
一
団
を
見
送
っ

た
。
腑
に
落
ち
な
い
言
葉
だ
っ
た
。 

「
正
岡
式
？ 

な
ん
だ
、
そ
れ
は
？
」 

 

少
年
の
疑
問
に
、
担
任
の
山
本
半
七
先
生
が
見
事
に
光
る
頭
を
撫
で
な
が

ら
、
答
え
て
く
れ
た
。 

「
そ
う
か
。
六
年
生
は
正
岡
子
規
を
習
っ
と
る
と
こ
や
の
ぅ
。
子
規
ち
ゅ
う

の
は
偉
い
俳
句
を
詠
う
お
方
で
、
五
・
七
・
五
で
な
ん
で
も
表
現
で
き
る
ん

よ
」 

「
ふ
～
ん
。
そ
の
偉
い
人
が
う
ち
の
親
戚
に
お
る
ん
で
す
か
」 

「
そ
ら
、
知
ら
ん
。
家
に
帰
っ
て
、
聞
い
て
み
ろ
」 

 

そ
れ
が
「
正
岡
」
姓
に
わ
た
し
が
関
わ
っ
た
最
初
の
出
来
事
だ
っ
た
。
今

日
ま
で
、
秘
か
に
温
め
続
け
て
き
た
、
少
し
誇
ら
し
げ
な
記
憶
だ
っ
た
。 

  

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
係
な
く
、
一
生
を
共
に
伴
走
し
て
く
れ
る
「
正

岡
姓
」
が
、
わ
た
し
に
負
の
影
響
を
も
た
ら
せ
た
こ
と
は
全
く
な
い
。
む
し

ろ
実
際
の
背
丈
以
上
に
、
わ
た
し
を
拡
大
し
て
く
れ
た
。
例
え
ば
、
司
馬
遼

太
郎
さ
ん
が
急
逝
さ
れ
た
一
九
九
六
年
に
、
こ
ん
な
内
容
の
文
章
を
あ
る
外

国
車
メ
ー
カ
ー
の
広
報
誌
に
寄
稿
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
写
し
取
っ
て
お

こ
う
。 

  

司
馬
さ
ん
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
一
九
六
四
年
、
司
馬
さ
ん

が
四
一
歳
、
ぼ
く
が
二
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
、
と
書
け
る
の
も
、
司
馬
さ
ん

の
年
譜
に
一
行
だ
け
、
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
か
ら
だ
。 

  

十
一
月
、
「
伊
達
の
黒
船
」
を
『
日
本
』
に
発
表 
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当
時
、
講
談
社
の
看
板
雑
誌
の
ひ
と
つ
『
日
本
』
と
い
う
月
刊
総
合
誌
の

編
集
部
に
籍
を
置
い
て
い
た
わ
た
し
は
、
読
み
切
り
小
説
の
依
頼
で
、
そ
の

年
ま
で
住
ま
わ
れ
た
大
阪
・
肥
後
橋
河
畔
の
高
層
ア
パ
ー
ト
に
司
馬
さ
ん
を

お
訪
ね
し
た
。
眼
鏡
の
奥
の
柔
和
で
深
い
眼
差
し
、
ま
だ
半
白
だ
っ
た
量
感

の
あ
る
お
河
童
髪
。
わ
た
し
の
差
し
出
し
た
名
刺
を
ふ
わ
り
と
し
た
手
つ
き

で
受
け
取
ら
れ
る
。 

 

「
出
身
は
四
国
・
松
山
で
す
か
？
」 

と
、
尋
ね
ら
れ
た
声
の
優
し
さ
が
、
い
ま
で
も
耳
の
奥
に
懐
か
し
く
遺
っ

て
い
る
。
初
対
面
の
相
手
の
苗
字
か
ら
会
話
を
始
め
ら
れ
る
の
が
得
意
だ
と
、

後
で
知
っ
た
。 

 

「
は
い
。
父
の
代
ま
で
は
そ
う
で
し
た
．
と
い
っ
て
も
、
隣
り
の
北
条
で
す

が
…
…
」 

「
あ
、
そ
れ
、
ホ
ン
モ
ン
や
で
。
正
岡
姓
は
風
早
郷
北
条
の
八
反
地
あ
た
り

か
ら
興
っ
た
ん
や
。
子
規
と
の
関
わ
り
は
？ 

正
岡
子
規
も
若
い
こ
ろ
『
日

本
新
聞
』
の
記
者
だ
っ
た
か
ら
、
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
な
名
刺
を
使
う
た
ん

や
ろ
な
。
よ
ろ
し
。
四
国
に
ま
つ
わ
る
話
を
お
書
き
し
ま
ひ
ょ
」 

  
そ
の
こ
ろ
、
司
馬
さ
ん
は
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
上
梓
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

ひ
と
月
後
、
ど
さ
り
と
一
袋
の
郵
便
物
が
届
い
た
。
そ
れ
が
『
伊
達
の
黒
船
』

だ
っ
た
。（
後
略
） 


